
窓 口
業務時間

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
　
　
　

    

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

K'BIX 

元
気
21
ま
え
ば
し
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー    

10
時
〜
19
時

く
ら
し
の
情
報

市役所　〒371-8601 大手町二丁目12-1　  027-224-1111　   027-224-3003 時日時　場場所　対対象　￥費用　持用意する物　申申し込み　問問い合わせ 広報まえばし　２月号19 18

お
知
ら
せ

断
水
に
合
わ
せ
市
内
河
川
を
清
掃

　
広
瀬
・
佐
久
間
・
吉
野
・
馬
場
・
風
呂

川
、
名
胡
用
水
な
ど
で
断
水
に
合
わ
せ
て

河
川
内
を
清
掃
し
ま
す
。

時
２
月
17
日
㈭
９
時
～
３
月
７
日
㈪
９
時

問
道
路
建
設
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
０
２

空
き
家
の
相
談
し
ま
せ
ん
か

　
空
き
家
相
談
会
を
開
催
。
空
き
家
の
利

活
用
に
つ
い
て
専
門
家
に
相
談
で
き
ま
す
。

時
２
月
20
日
㈰
９
時
～
12
時

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
し
込
み
を
支
援

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
へ
の
申
し
込

み
支
援
を
実
施
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
と
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
申
し
込

む
と
選
ん
だ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー

ビ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
る
も
の
で

す
。
対
象
は
、
第
１
弾
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
を
申
し
込
ん
で
い
な
い
人
で
、
チ
ャ
ー

ジ
や
買
い
物
を
す
る
と
利
用
金
額
の
25
％

分
、
最
大
５
，
０
０
０
円
相
当
の
ポ
イ
ン

ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
健
康
保
険

証
の
利
用
登
録
や
公
金
受
取
口
座
の
登
録

に
よ
る
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
つ
い
て
は

決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
支
援
日
程

な
ど
の
最
新
の
情
報
は
本
市
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
特
設
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

場
・
時
〈
市
役
所
１
階
特
設
窓
口
〉平
日
、

９
時
～
17
時
〈
大
胡
・
富
士
見
・
宮
城
・

粕
川
支
所
〉
隔
週
の
平
日
、
９
時
～
17
時

〈
け
や
き
ウ
ォ
ー
ク
前
橋
（
文
京
町
二
丁

目
）〉
土
日
曜
・
祝
日
、
10
時
～
18
時

持
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
４
桁
、
使
用
す

る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
登

録
情
報
な
ど

問
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に
関
す
る
こ
と
は
未

来
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
１
３

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・
交
付
に

関
す
る
こ
と
は
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
０
１

介
護
と
国
保
負
担
額
に
は
上
限
あ
り

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
加
入
世
帯

に
介
護
保
険
受
給
者
が
い
る
場
合
、
自
己

負
担
額
を
合
算
し
一
定
の
限
度
額
を
超
え

た
と
き
は
、
超
過
分
の
金
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
令
和
２
年
８
月
１
日
か
ら
昨
年
７

月
31
日
ま
で
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
が

対
象
で
す
。
昨
年
７
月
31
日
時
点
で
国
保

に
加
入
し
て
い
る
支
給
対
象
者
に
は
、
３

月
以
降
に
通
知
を
郵
送
。
国
保
以
外
に
加

入
し
て
い
る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
保

険
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
４
９

第
三
者
行
為
で
の
治
療
は
届
け
出
を

　
車
や
自
転
車
な
ど
の
交
通
事
故
や
、
他

人
が
飼
っ
て
い
る
動
物
に
よ
る
け
が
な
ど
、

第
三
者
の
行
為
が
原
因
の
傷
病
で
保
険
証

を
使
用
し
治
療
を
受
け
た
場
合
は
届
け
出

が
必
要
で
す
。
医
療
機
関
か
ら
提
出
さ
れ

た
診
療
報
酬
明
細
書
の
内
容
か
ら
、
第
三

者
行
為
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
場

合
は
、
傷
病
の
原
因
を
確
認
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
犯
罪
行
為
に
よ
る
も

の
や
故
意
の
傷
病
、
労
災
事
故
な
ど
は
健

康
保
険
が
使
え
な
い
た
め
、
第
三
者
行
為

で
な
く
て
も
届
け
出
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
４
９

適
用
除
外
施
設
の
入
退
所
は
届
け
を

　
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

加
入
者
が
、
介
護
保
険
適
用
除
外
施
設
に

入
所
し
た
と
き
や
退
所
し
た
と
き
は
、
世

帯
主
に
よ
る
届
け
出
が
必
要
で
す
。
届
け

出
る
と
該
当
施
設
入
所
中
は
、
介
護
保
険

料
分
の
納
付
が
不
要
に
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
０

水
と
緑
の
ま
ち
審
議
会
の
傍
聴

　
水
と
緑
の
ま
ち
を
つ
く
る
審
議
会
の
傍

聴
が
で
き
ま
す
。

時
２
月
21
日
㈪
14
時
～
15
時
30
分

場
市
役
所
11
階
南
会
議
室

対
一
般
、
先
着
５
人

申
当
日
13
時
30
分
～
50
分
に
会
場
へ
直
接

問
公
園
緑
地
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
４
２

場
市
役
所
11
階
南
会
議
室

対
一
般
、
先
着
10
人

申
２
月
18
日
㈮
ま
で
に
空
家
利
活
用
セ
ン

タ
ー

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
０
８
１
へ

お
く
や
み
相
談
窓
口
活
用
し
て

　
お
く
や
み
の
手
続
き
に
関
す
る
案
内
を

市
役
所
市
民
課
７
番
窓
口
に
設
置
し
て
い

ま
す
。
相
談
希
望
日
の
２
開
庁
日
前
ま
で

に
事
前
予
約
制
で
利
用
で
き
ま
す
。

対
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
人
の
遺
族

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
２
２

水
道
管
の
防
寒
対
策
は
早
め
に

　
水
道
管
は
早
め
の
防
寒
対
策
で
破
裂
や

ひ
び
割
れ
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
破
裂
し
た

場
合
は
、
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
止
水

栓
を
閉
め
て
、
破
裂
部
分
に
布
や
テ
ー
プ

を
巻
い
て
応
急
処
置
を
し
、
最
寄
り
の
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
へ
修
理
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
休
日
の
指
定
事

業
者
は
左
上
表
の
と
お
り
で
す
。

問
水
道
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
３
０
３
３

里
親
の
制
度
を
説
明
し
ま
す

　
里
親
に
興
味
が
あ
る
人
な
ど
を
対
象
に

相
談
説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。

時
２
月
24
日
㈭
13
時
～
16
時

場
保
健
セ
ン
タ
ー
１
階
健
診
室

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
子
育
て
支
援
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
２

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
要
件
確
認

　
著
し
く
重
度
の
障
害
が
重
複
し
て
い
る

な
ど
の
理
由
で
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
の
人
で
、
20
歳
以
上
の
人
は
特
別
障

害
者
手
当
を
、
20
歳
未
満
の
人
は
障
害
児

福
祉
手
当
を
支
給
。
こ
れ
ら
の
手
当
の
認

定
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
障
害

福
祉
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
月
額
＝〈
特
別
障
害
者
手
当
〉２
万
７
，

３
５
０
円〈
障
害
児
福
祉
手
当
〉１
万
４
，

８
８
０
円

受
給
要
件
＝
❶
障
害
要
件
に
該
当
す
る
❷

所
得
制
限
に
該
当
し
な
い
❸
在
宅
で
あ
る

●
手
当
の
受
給
者
は
確
認
を

　
次
に
該
当
す
る
場
合
は
資
格
喪
失
と
な

り
ま
す
。

喪
失
要
件
＝

〈
特
別
障
害
者

手
当
〉
🅐
特
別

養
護
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
の
社
会

福
祉
施
設
に
入
所
し
た
🅑
３
カ
月
を
超
え

て
入
院
・
介
護
老
人
保
健
施
設
に
入
所
し

た
〈
障
害
児
福
祉
手
当
〉
🅒
児
童
福
祉
施

設
な
ど
の
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
た
🅓

障
害
を
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
た

●
受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
ら

　
右
記
の
喪
失
要
件
に
該
当
し
た
人
は
必

ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
を
せ
ず

に
手
当
を
受
給
す
る
と
、
返
還
し
て
も
ら

う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
同
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
１
１

援
助
し
ま
す
学
用
品
な
ど
の
費
用

　
児
童
生
徒
が
円
滑
に
学
校
生
活
を
送
れ

る
よ
う
に
、
家
庭
の
事
情
に
応
じ
て
援
助

を
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
各
学
校
で
配

布
す
る
就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

対
象
経
費
＝
学
用
品
・
通
学
用
品
費
、
校

外
活
動
費
、
学
校
給
食
費
、
修
学
旅
行
費

な
ど

申
３
月
４
日
㈮
ま
で
に
各
学
校
へ
直
接

問
各
学
校
か
学
校
教
育
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
１
５

ようこそ
市長室へ

HP

市長コラム
Mayor's  Column

　前橋は止まっていません。動いています。教育も
福祉も交通も、あるいは産業団地の造成や身近な
道路の整備…。移住の若者たちも集まっています。
　ただ、日本中がまたコロナのまん延の中に戻って
しまいました。感染拡大を防ぐには、やはり一人ひ
とりの心構えが大事なのだと思います。
　この我慢の中で諦めてきたものを、途切れぬよう
に、忘れぬようにしましょう。再び皆と笑顔で語ら
う日々が来るように、力を合わせましょう。明るい
未来に向かって、このまちをもっと素敵に磨いてい
きます。
　友と語り　子らを育てむ　このまちに
　災禍をはらう　春の風吹く

休日の水道局指定給水工事事業者
期日 事業者

２月 6 日㈰ 狩野設備（西善町）☎027-266-1217
小林設備（富士見町時沢）☎027-288-2755

２月11日㈮ 赤城管設（小坂子町）☎027-269-0144
ノグチ（柏倉町）☎027-283-2651

２月13日㈰ 鎌塚設備（西片貝町二丁目）☎027-221-0213
下田農機具店（富士見町時沢）☎027-288-2070

２月20日㈰ タナカ管業（朝倉町一丁目）☎027-290-3330
石橋設備工業（苗ヶ島町）☎027-283-4455

２月23日㈬ 畑建設（野中町）☎027-263-4451
誠興設備工業（富士見町米野）☎027-289-0006

２月27日㈰ 青柳管工土木（東片貝町）☎027-223-6741
大澤設備工業（横沢町）☎027-283-5123


